
ア 上尾市

災害時相互応援に関する協定書

災害時相互応援に関する協定書(平成１８年８月１８日)の全部を変更する。

（趣旨）

第１条 この協定は、上尾市及び上田市（以下「協定市」という。）の、いずれかの市域において災害対策基

本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号で規定する災害が発生した場合に、被害を受けた市（以下「被

災市」という。）独自では、十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、被災市が

応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。

（応援の内容）

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 救援及び救助活動に必要な車両及び資機材等の提供

(3) 被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧に必要な物資及び資機材の提供

(4) 救援及び災害復旧に必要な職員の派遣

(5) ボランティア等の斡旋

(6) 被災者の一時受入れ

(7) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項

（応援の要請手続）

第３条 被災市は、次の事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、

電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種類、

品名、数量等

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容

(4) 応援場所及び応援場所への経路

(5) 応援の期間

(6) 前条第６号に掲げる応援を要請するときは、一時避難を希望する被災者の人数及び期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（自主的活動）

第４条 災害の際に通信途絶等により被災市から前条の要請がない場合、応援しようとする協定市は、速やか

にその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。

２ 前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市と連絡ができない場合は、自主的に応

援活動を実施するものとする。

３ 応援する協定市は、被災直後、自主的な応援活動のため職員を派遣する場合においては、派遣職員自ら消

費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。

４ 前項の規定により職員を派遣した場合は、協定市の友愛精神のもとに行うものであり、被災市から前条の

規定に基づく応援要請があったものとみなす。

（応援のため派遣された職員の指揮）

第５条 応援のため派遣された職員は、被災市の市長の指揮のもとに活動するものとする。

（経費の負担）

第６条 応援に要する経費は、原則として被災市の負担とする。

２ 被災市が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合は、応援を要請された市は、

一時立替支弁するものとする。



３ 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の

負担とする。

４ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについ

ては、応援を受けた被災市が、被災市への往復の途中において生じたものについては、応援市が賠償の責め

に任ずる。

（連絡担当部局）

第７条 相互応援のための窓口として連絡担当部局を定め、連絡責任者を置くものとする。

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに緊密な情

報交換を行うものとする。

（体制の整備）

第８条 この協定に基づいて応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。

（情報の交換）

第９条 この協定に基づき応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するとと

もに、災害対策に係る情報を随時交換し、災害対策について研究するものとする。

（交流の促進）

第１０条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるようにするため、常日頃から、教育団体、青少

年団体、自治会等を含めた市民レベルの幅広い交流の促進に努めるものとする。

（応援協力）

第１１条 協定市は、このほかにともに災害時の応急対策等の協定を締結している東京都練馬区が被災し、協

定市の双方に東京都練馬区から応援要請があった場合は、協力して効果的かつ効率的な応援を行うものとす

る。

２ 前項の場合において、東京都練馬区から飲料水の供給に関する応援要請により、上田市が東京都練馬区に

対し、飲料水を供給するための給水車を派遣するときは、上田市は、上尾市に対して飲料水の補給の要請を

行うことができる。

３ 上尾市は、前項の要請があったときは、給水車に飲料水の補給を行うものとする。

（有効期間）

第１２条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、この期

間満了の日の１月前までに申し出がないときは、この期間は更に３年間延長するものとし、その後において

期間満了したときも、同様とする。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるも

のとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、市長署名の上、それぞれ１通を保有する。

平成２５年４月３日

上尾市長 島 村 譲

上田市長 母 袋 創 一



イ 沼津市

災害時相互応援に関する協定書

（趣 旨）

第１条 この協定は、上田市及び沼津市（以下「協定市」という。）の、いずれかの市域にお

いて災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号で規定する災害が発生した

場合に、被害を受けた市（以下「被災市」という。）独自では、十分に被災者の救援等の応

急措置が実施できないと認められるとき、被災市が応援要請する応急措置等を円滑に遂行す

るため、必要な事項について定めるものとする。

（応援の内容）

第２条 応援の内容は、次のとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 救援及び救助活動に必要な車両及び資機材等の提供

(3) 被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧に必要な物資及び資機材の提

供

(4) 救援及び災害復旧に必要な職員の派遣

(5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項

（応援の要請手続）

第３条 被災市は、次の事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、

緊急の場合は、電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものと

する。

(1) 被害の状況

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び

資機材の種類、品名、数量等

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容

(4) 応援場所及び応援場所への経路

(5) 応援の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（自主的活動）

第４条 災害の際に通信途絶等により被災市から前条の要請がない場合、応援しようとする協

定市は、速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。

２ 前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市と連絡ができない場合

は、自主的に応援活動を実施するものとする。

３ 応援する協定市は、被災直後、自主的な応援活動のため職員を派遣する場合においては、

派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。

４ 前項の規定により職員を派遣した場合は、協定市の友愛精神のもとに行うものであり、被

災市から前条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。

（応援のため派遣された職員の指揮）

第５条 応援のため派遣された職員は、被災市の市長のもとに活動するものとする。



（経費の負担）

第６条 応援に要する経費は、原則として被災市の負担とする。

２ 被災市が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合は、応援を要

請された市は、一時立替支弁するものとする。

３ 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経

費は、応援市の負担とする。

４ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては、応援を受けた被災市が、被災市との往復路の途中において生じたもの

については、応援市が賠償の責を負う。

（連絡担当部局）

第７条 相互応援のための窓口として連絡担当部局を定め、連絡責任者を置くものとする。

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速

やかに緊密な情報交換を行うものとする。

（体制の整備）

第８条 この協定に基づいて応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。

（情報の交換）

第９条 この協定に基づき応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相互

に交換するとともに、災害対策に係る情報を随時交換し、災害対策について研究するものと

する。

（有効期間）

第１０条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成２１年３月３１日までとする。

ただし、この期間満了の日の１月前までに申出がないときは、この期間は、更に３年間延長

するものとし、その後において期間満了したときも、同様とする。

（協 議）

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協

議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、署名の上、それぞれ１通を保有する。

平成１８年８月１８日

上田市長 母 袋 創 一

沼津市長 斉 藤 衛


